
 

 

平成29年３月29日  

 

＜ 報道関係各位 ＞ 

フラット３５の新制度「フラット３５子育て支援型」・ 
「フラット３５地域活性化型」の創設について 

～平成29年４月３日(月)より、参加地方公共団体の募集を開始します～ 

  

独立行政法人住宅金融支援機構（本店：東京都文京区後楽 1-4-10、理事長：加藤利男）は、

民間金融機関との提携による最長 35 年長期固定金利住宅ローンフラット３５を提供しており

ます。 

 

今般、「ニッポン一億総活躍プラン」、「まち・ひと・しごと創生基本方針 2016」における地

方創生等の推進に向け、フラット３５の新制度「フラット３５子育て支援型」及び「フラット

３５地域活性化型」を創設しました。 

本制度では、「子育て支援」、「ＵＩＪターン」又は「コンパクトシティ形成」に係る施策

を実施している地方公共団体と機構が連携し、地方公共団体による補助金交付などの財政的支

援とあわせて、フラット３５のお借入金利を、当初５年間、年▲０．２５％ 引き下げま

す。 

 

また、平成29年４月３日(月)より、機構ホームページで、本制度に参加していただける地方

公共団体の募集を開始します。 

本制度の借入申込みが可能な地域や、地域ごとの利用条件、受付開始時期等については、決

まり次第、順次、機構ホームページで公表いたします。 

 

 

 

【報道関係者からのお問合せ先】 

経営企画部広報グループ 麓／瀬戸口／小林 TEL：03-5800-8019 

住宅金融支援機構ホームページ      ： http://www.jhf.go.jp 

【フラット３５】専用ホームページ     ： http://www.flat35.com 
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(別紙) 

「フラット３５子育て支援型」・「フラット３５地域活性化型」について 

 

１ 対象となる事業の要件 

以下の(1)及び(2)の要件に適合し、住宅金融支援機構が設置した有識者委員会において、事業内容が

適切であると認められた事業が対象となります。 

(1) 事業を実施する地方公共団体において、計画又は方針に基づき、以下のいずれかの取組を積極的

に実施していること。 

  ① 子育て支援  

保育の受け皿の整備等の子育て支援の取組 

② ＵＩＪターン 

起業支援等の地域活性化に資する取組及び空き家の解消に資する取組 

③ コンパクトシティ形成  

都市機能の誘導等のコンパクトシティ形成に資する取組及び空き家の解消に資する取組 

(2) 地方公共団体において、住宅の建設又は購入に対して、補助金交付などの財政的支援を行うもの

であること。 

 

２ 対象となる住宅等の要件 

施策 
対象となる要件(例) 

世帯等の要件 住宅の種類 

フラット３５ 

子育て支援型 
子育て支援 

 若年子育て世帯 既存住宅 

 若年子育て世帯・親世帯等による 
 同居・近居 

新築住宅・既存住宅 

フラット３５ 

地域活性化型 

ＵＩＪターン  ＵＩＪターンによる移住 新築住宅・既存住宅 

コンパクトシティ形成  居住誘導区域内に移住 新築住宅・既存住宅 

 ※ 対象となる要件は、地方公共団体が地域の実情を踏まえて設定します。 

 

３ 金利引下げ幅 

 フラット３５のお借入金利から、当初５年間、年▲０．２５％引き下げます。 

 ※１ 本制度には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、 受付を終了します。 

 ※２ 複数の金利引下げ制度の併用については、取扱いが異なる場合があります。 

（制度イメージ） 

 


